
第１号様式（第５条関係）

年 5 月 12 日
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4 職 氏名

5 〒 住所

6 ホームページＵＲＬ http://www.tsukada-tax.biz

代表者　職・氏名 所長 塚田　展久

所在地 1240001 葛飾区小菅4－12－4エクセル荒木202

事業者等の名称 塚田展久税理士事務所

業種 １３．サービス業

従業員（構成員）数 9

8

葛飾区内の中小企業・個人事業主に対し、税務・会計・経
営助言を通じて事業の持続的成長を支援している。事務所
内ではノー残業デーの設定、有給休暇取得の奨励など、働
きがいのある職場環境づくりに継続的に取り組んでいる。

顧問先の事業承継・事業計画策定支援を年5社以上実施し、地域
経済の持続的発展に貢献する。職員の有給休暇取得率80％以
上、月平均残業時間20時間以内を達成し、長時間労働に依存し
ない働きがいのある事務所運営を実現する。

12

電子申告（e-Tax/eLTAX）・クラウド会計の活用、お客様
への請求書・契約書の電子化推進により、紙資源の使用を
継続的に削減している。使用済みコピー用紙の裏面利用、
トナー・カートリッジのリサイクル回収にも協力してい
る。

事務所内のペーパーレス化率90％以上を達成し、紙文書の保
管・印刷を最小限に抑える。顧問先にも電子帳簿保存・クラウ
ド会計への移行を積極的に提案・支援し、社会全体の資源循
環・業務効率化に貢献する。

4

税理士・職員の専門性向上のため、税務・会計・IT関連の
研修参加費を事務所が負担している。顧問先である中小事
業者・個人事業主に対しては、無料相談・記帳指導を通じ
て会計・税務リテラシーの向上に継続的に貢献している。

顧問先・地域中小企業向けの税務・経営セミナーを年2回以上開
催し、事業者の経営知識・財務リテラシーの底上げに貢献す
る。職員一人当たり外部研修への参加機会を年2回以上確保し、
専門性を高め続ける。

5

採用・昇給・職務分担において性別による差別を行わず、
能力と意欲に応じた処遇を実施している。育児・介護等の
ライフステージに応じた柔軟な勤務（時短勤務等）も可能
としている。

女性職員の活躍をさらに推進し、管理的業務への登用機会を拡
大する。テレワーク・フレックス制度を整備し、性別・ライフ
ステージを問わず働き続けられる職場環境を実現する。

ゴール これまでの取組内容 2026 年12月31日までの取組目標

3

従業員全員に対して年1回の定期健康診断を実施し、費用
は事務所が全額負担している。事務所内は完全禁煙とし、
長時間労働を抑制するためノー残業デーを設定。メンタル
面・健康面で気になることがあれば代表者と直接相談でき
る環境を整備している。

葛飾区健康経営優良事業者の認証取得を機に、健康づくり担当
者を中心とした体制を強化する。ストレスチェックの定期実
施、健康情報の月次共有、再検査受診率100％を目指し、全職員
が心身ともに健康に働き続けられる事務所を実現する。

目標に関連する取組内容等

☑

☑

☑

税理士事務所として、お客様（中小企業・個人事業主）の税務・会計・経営支援を通じて地域経済の発展に貢献する。同時に、自事務所においても職員の健康づくり、働き方
改革、業務のデジタル化（電子申告・クラウド会計・ペーパーレス化）を推進し、SDGsに沿った持続可能な事業運営を実践する。地域の他士業・支援機関との連携も深め、中
小企業のSDGs取組を伴走支援する役割も担う。

目指すＳＤＧｓのゴール（複数選択可）

☑ ☑

葛飾区ＳＤＧｓ宣言書

宣言日 2026

事業者等としての2030年の（又は中長期的な）あるべき姿

税務・会計の専門サービスを通じて、葛飾区内の中小企業・個人事業主の持続可能な成長を支える事務所であり続ける。職員が心身ともに健康で、働きがいを持って専門性を
高めていける職場環境を整備し、地域経済の発展と従業員の成長を両立させる「持続可能な税理士事務所」を目指す。

事業者等としてのねらい、特徴的な活動


